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規 則 

 

江東区食品衛生法施行細則の一部を改正する規

則を公布する。 

令和７年４月２２日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区規則第４０号 

   江東区食品衛生法施行細則の一部を改正す

る規則 

 江東区食品衛生法施行細則（昭和５０年３月江

東区規則第３６号）の一部を次のように改正する。 

 第２条を次のように改める。 

第２条 削除 

 別記第１号様式を次のように改める。 

別記第１号様式 削除 

 別記第３号様式、別記第５号様式及び別記第６

号様式中 
「 食管・食監・調・製・栄・船舶・と畜・

食鳥 

 

」 

を 
「 食管・食監・調・製・栄・管栄・船舶・

と畜・食鳥 

 

」 

に改める。 

 別記第８号様式及び別記第９号様式中 
「 栄・調・製・食鳥・船舶・食監・養講・補

講・その他（  ） 

  年  月  日 第    号 

 

 

」 

を 
「 栄・管栄・調・製・食鳥・船舶・食監・養

講・補講・その他（  ） 

  年  月  日 第    号 

 

 

」 

に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区食品衛生法施行細則の別記様式による

用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加

え、なお使用することができる。 

                    

水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補

償に関する条例施行規則の一部を改正する規則を

公布する。 

令和７年４月２２日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区規則第４１号 

   水防又は応急措置の業務に従事した者の損

害補償に関する条例施行規則の一部を改正

する規則 

 水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補

償に関する条例施行規則（昭和４３年８月江東区

規則第３０号）の一部を次のように改正する。 

 別表第４常時介護を要する状態の項中「８１，

２９０円」を「８５，４９０円」に改め、同表随

時介護を要する状態の項中「４０，６００円」を

「４２，７００円」に改める。 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行し、改正後の

水防又は応急措置の業務に従事した者の損害補

償に関する条例施行規則（以下「新規則」とい

う。）の規定は、令和７年４月１日（以下「適用

日」という。）から適用する。 

（経過措置） 

２ 新規則別表第４の規定は、適用日以後の期間

に係る介護補償の額について適用し、適用日前

の期間に係る介護補償の額については、なお従

前の例による。 

                    

江東区震災復興事業の推進に関する条例施行規

則の一部を改正する規則を公布する。 

令和７年４月２４日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区規則第４２号 

   江東区震災復興事業の推進に関する条例施

行規則の一部を改正する規則 

 江東区震災復興事業の推進に関する条例施行規

則（平成２５年３月江東区規則第３０号）の一部

を次のように改正する。 

 第４条第１項中「教育委員会事務局次長」の次

に「、選挙管理委員会事務局長」を加える。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

                    

江東区青少年問題協議会条例施行規則の一部を

改正する規則を公布する。 

令和７年５月２日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区規則第４３号 

江東区青少年問題協議会条例施行規則の一

部を改正する規則 

江東区青少年問題協議会条例施行規則（昭和４

９年３月江東区規則第９号）の一部を次のように

改正する。 
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第６条第２項第１０号中「児童相談所開設準備

担当課長」を「児童相談体制連携調整担当課長」

に改める。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                    

江東区医療法施行細則の一部を改正する規則を

公布する。 

令和７年５月２日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区規則第４４号 

江東区医療法施行細則の一部を改正する規

則 

 江東区医療法施行細則（平成９年３月江東区規

則第２９号）の一部を次のように改正する。 

 第２０条の見出し中「診療用放射性同位元素」

を「診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射

性同位元素」に改め、同条中「省令」の次に「第

２７条の３第１項又は」を、「診療所に」の次に「診

療用放射性同位元素使用器具、」を加え、「診療用

放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同

位元素備付届」を「診療用放射性同位元素使用器

具・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療

用放射性同位元素備付届」に改める。 

 第２１条中「第２７条第３項」を「第２７条第

３項、第２７条の３第２項」に、「、診療用放射性

同位元素」を「、診療用放射性同位元素使用器具、

診療用放射性同位元素」に、「診療用放射線照射器

具・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療

用放射性同位元素翌年使用予定届」を「診療用放

射線照射器具・診療用放射性同位元素使用器具・

診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放

射性同位元素翌年使用予定届」に改める。 

 第２２条中「、診療用放射性同位元素」を「、

診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同

位元素」に、「診療用高エネルギー放射線発生装

置・診療用粒子線照射装置・診療用放射線照射装

置・診療用放射線照射器具・放射性同位元素装備

診療機器・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮

影診療用放射性同位元素に関する変更届」を「診

療用高エネルギー放射線発生装置・診療用粒子線

照射装置・診療用放射線照射装置・診療用放射線

照射器具・放射性同位元素装備診療機器・診療用

放射性同位元素使用器具・診療用放射性同位元

素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に関す

る変更届」に改める。 

 第２３条中「、診療用放射性同位元素」を「、

診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同

位元素」に、「診療用高エネルギー放射線発生装

置・診療用粒子線照射装置・診療用放射線照射装

置・診療用放射線照射器具・放射性同位元素装備

診療機器・診療用放射性同位元素・陽電子断層撮

影診療用放射性同位元素廃止届」を「診療用高エ

ネルギー放射線発生装置・診療用粒子線照射装

置・診療用放射線照射装置・診療用放射線照射器

具・放射性同位元素装備診療機器・診療用放射性

同位元素使用器具・診療用放射性同位元素・陽電

子断層撮影診療用放射性同位元素廃止届」に、「診

療所に診療用放射性同位元素」を「診療所に診療

用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元

素」に、「診療用放射性同位元素及び陽電子断層撮

影診療用放射性同位元素廃止後の措置届」を「診

療用放射性同位元素使用器具・診療用放射性同位

元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素廃止

後の措置届」に改める。 

 別記第３０号様式及び別記第３１号様式を次の

ように改める。 
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別記第３０号様式（第２０条関係） 
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別記第３１号様式（第２１条関係） 

 
 別記第３３号様式を次のように改める。 
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別記第３３号様式（第２２条関係） 

 
 別記第３５号様式及び別記第３６号様式を次のように改める。 
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別記第３５号様式（第２３条関係） 
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別記第３６号様式（第２３条関係） 
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   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区医療法施行細則の別記様式による用紙

で、現に残存するものは、所要の改正を加え、

なお使用することができる。 

                    

江東区災害対策本部条例施行規則の一部を改正

する規則を公布する。 

令和７年５月２日 

江東区長  大久保 朋 果 

◎江東区規則第４５号 

   江東区災害対策本部条例施行規則の一部を

改正する規則 

 江東区災害対策本部条例施行規則（昭和４０年

７月江東区規則第２９号）の一部を次のように改

正する。 

第５条第１項第２号中「教育委員会事務局次長」

の次に「、選挙管理委員会事務局長」を加える。 

 第６条第１項第１号中「、教育委員会事務局庶

務課長及び選挙管理委員会事務局長」を「及び教

育委員会事務局庶務課長」に改める。 

 別表総務部の項中 

「補佐 会計管理室長     」 

を 

「補佐 会計管理室長 

 補佐 選挙管理委員会事務局長」 

に、 

「補佐 秘書担当課長 

 補佐 選挙管理委員会事務局長」 

を 

「補佐 秘書担当課長     」 

に改める。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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告 示 

 

◎江東区告示第２０３号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条の２の規定による撤去等に要し

た費用の徴収については、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定に

基づき次のとおり私人に委託したので、同条第２

項の規定に基づき告示する。 

令和７年４月７日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 委託を受けた  シンテイ警備株式会社 

者        代表取締役 安見 竜太 

２ 住    所  東京都中央区新富一丁目８

番８号 

３ 委託した歳入  放置自転車撤去手数料収入 

４ 指 定 日  令和７年４月１日 

５ 委託の期間  令和７年４月１日から令和

８年３月３１日まで 

                    

◎江東区告示第２０５号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３

１条の２の３の規定に基づき、下記のとおり指定

納付受託者を指定したので、江東区会計事務規則

（昭和３９年規則第１３号）第４２条の３第２項

の規定に基づき告示する。 

令和７年４月８日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 指定納付受託者の名称、所在地及び代表者の

氏名 

  名称：東京地下鉄株式会社 

  所在地：東京都台東区上野三丁目１９番６号 

  代表者：代表取締役社長 山村 明義 

２ 指定年月日 

  令和７年４月１日 

３ 指定の内容 

江東区が収納する東陽二丁目駐車場の時間貸

使用料における交通系電子マネー収納の指定

納付受託者 

                   

◎江東区告示第２０６号 

江東区駐車場条例（昭和５９年１２月江東区条

例第４０号）第５条の規定に基づく、江東区東陽

二丁目駐車場の使用料の収納については、地方自

治法施行令等の一部を改正する政令（令和６年政

令第１２号）附則第２条第１項の規定に基づき、

同令による改正前の地方自治法施行令（昭和２２

年政令第１６号）第１５８条第１項の定めるとこ

ろにより、下記のとおり委託したので告示する。 

令和７年４月８日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 委託の相手方  東京都江東区亀戸一丁目３ 

     ９番１号７０５ 

株式会社ジェイレック江東

支店 

支店長 臼倉 宏直 

２ 委 託 期 間  令和７年４月１日から令和

８年３月３１日まで 

３ 委 託 の 内 容  江東区東陽二丁目駐車場の

使用料（現金分）の収納事

務 

                    

◎江東区告示第２０７号 

都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２７

条第３項及び第４項の規定に基づき、除却し、及

び保管した物件で、所有者等の確認ができないも

のについて、江東区立都市公園条例（昭和５２年

６月江東区条例第１３号）第３４条第１項第２号

及び江東区立都市公園条例施行規則（昭和５２年

６月江東区規則第２４号）第１７条第２項の規定

により、下記のとおり告示する。 

  令和７年４月９日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 
違 法 放

置 等 物

件 の 詳

細 

種別・数

量 

カゴ、ブルーシート、収納

ボックス、生活ゴミなど 

名称 私物 

色  

放置されていた場

所 

文泉公園地内 

除去した日時 令和７年４月９日 午前１

１時００分 

保管を始めた日時 令和７年４月９日 午前１

１時４０分 

保管した場所 江東区資材置場 

返還時に必要なも

の 

身分を確認できるもの（証

明書）及び印鑑 

当該物件の所有者等である

ことを証する書面 

                    

◎江東区告示第２０８号 

   特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞
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退について 

 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号。以下「法」という。）第５８条の６第１項の規

定による確認の辞退があったため、法第５８条の

１１第２号の規定により下記のとおり告示する。 

令和７年４月１０日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

特定子ど

も・子育て 

支援提供

者の名称 

施設名 所在地 辞退 

年月

日 

施設

等の

種類 

HybridMom

株式会社 

HybridMom 

Nursery 

Preschool 

Shinonome 

東雲１

‐９‐
２２東

雲キャ

ナルコ

ート１

F 

令 和

７ 年

４ 月

１日 

認 可

外 保

育 施

設 

株式会社

マミーズ

エンジェ

ル 

マミーズ

エンジェ

ル亀戸保

育園 

亀戸２

‐８‐
１０ア

ンヴェ

ール１

階 

令 和

７ 年

４ 月

１日 

認 可

外 保

育 施

設 

株式会社

チャイル

ド・ピース 

小鳩保育

園永代 

永代１

‐１２

‐５第

七小崎

ビル１

０１ 

令 和

７ 年

４ 月

１日 

認 可

外 保

育 施

設 

                    

◎江東区告示２１５号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（平成１７年法律第１２３号）第

５１条の２５第３項及び児童福祉法（昭和２２年

法律第１６４号）第２４条の３２第１項の規定に

基づき事業者の変更の届出があった。江東区指定

特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業

者の指定等に関する規則（平成２４年３月江東区

規則第１６号）第５条の規定に基づき、下記のと

おり公示する。 

令和７年４月１４日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 変更した事業所 

(1) 事業所の名称 

   城東訪問介護 

(2) 設置者の主たる事務所の所在地 

   旧住所 東京都江東区大島１‐７‐１１船

橋ビル１Ｆ 

新住所 東京都江東区大島７‐１５‐５‐

３０４ 

 (3) 事業所の所在地 

   旧住所 東京都江東区大島１‐７‐１１船

橋ビル１Ｆ 

   新住所 東京都江東区大島７‐１５‐５‐

３０４ 

(4) 変更年月日 

   令和６年８月１日 

２ 変更した事業所 

(1) 事業所の名称 

   江東区塩浜福祉園 

(2) 事業所の所在地 

   旧住所 東京都江東区潮見２‐８‐７ 

新住所 東京都江東区塩浜２‐５‐２０ 

(3) 変更年月日 

   令和６年８月１９日 

３ 変更した事業所 

(1) 事業所の名称 

江東区こども発達センター 

(2) 事業所の所在地 

   旧住所 東京都江東区潮見２‐８‐７ 

   新住所 東京都江東区塩浜２‐５‐２０ 

(3) 変更年月日 

   令和６年８月２６日 

４ 変更した事業所 

(1) 事業所の名称 

   旧名称 江東区こども発達扇橋センター 

   新名称 江東区こども発達亀戸センター 

(2) 事業所の所在地 

旧住所 東京都江東区扇橋３‐７‐２ １ 

    階 

新住所 東京都江東区亀戸１‐２４‐６ 

２階 

(3) 変更年月日 

   令和６年１０月１日 

５ 変更した事業所 

(1) 事業所の名称 

ソーシャルサポートえん 

(2) 設置者の主たる事務所の所在地 

   旧住所 東京都江東区佐賀１‐５‐８ 

新住所 東京都江東区古石場２‐１１‐１

２渡辺ビル１０１ 

 (3) 事業所の所在地 

   旧住所 東京都江東区佐賀１‐５‐８ 

   新住所 東京都江東区古石場２‐１１‐１

２渡辺ビル１０１ 
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(4) 変更年月日 

     令和６年１１月１日 

６ 変更した事業所 

(1) 事業所の名称 

江東区障害者福祉センター 

(2) 事業所の所在地 

   旧住所 東京都江東区扇橋３‐７‐２ 

新住所 東京都江東区潮見２‐８‐７ 

(3) 変更年月日 

   令和６年１１月２５日 

                    

◎江東区告示第２２４号 

   特定子ども・子育て支援施設等の確認につ

いて 

 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号。以下「法」という。）第５８条の２の規定に基

づき、特定子ども・子育て支援施設等に係る法第

３０条の１１第１項の確認を行ったので、法第５

８条の１１第１号の規定により下記のとおり告示

する。 

令和７年４月１８日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 
特定子ど

も・子育

て支援提

供者の名

称 

施設名 所在地 確認

年月

日 

施設

等の

種類 

株式会社

ＫＮホー

ルディン

グス 

キ ッ ズ

ナ ー サ

リ ー 亀

戸園 

亀戸６‐

４０‐１

６エレガ

ントハイ

ツマツモ

ト１F 

令 和

７年 

３ 月

１日 

認可

外保

育施

設 

                    

◎江東区告示第２２５号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４

８条第１３項ただし書の規定による許可申請があ

ったので、同条第１５項の規定に基づき下記のと

おり公聴会を行います。 

利害関係者でご意見のある方は、ご出席くださ

い。 

令和７年４月２１日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 公聴会を行う日時 令和７年５月７日（水） 

１４：００から 

２ 公聴会を行う場所 江東区文化センター１階 

第１１・１２会議室 

（江東区東陽四丁目１１

番３号） 

３ 公聴会を行う理由 工業専用地域内において、

増築に係る建築許可をす

るため 

４ 建築物の建築の計画 

建 築 主 

住所・氏

名 

愛知県津島市埋田町一丁目８番地 

株式会社宇佐美鉱油 代表取締役  

宇佐美 智也 

建築場所 
東京都江東区新砂一丁目６２５番地

７２ 

用途地域 工業専用地域 

建 物 概 要 

工事種別 増築 用 途 

ガソリンスタ

ンド（物品販売

業を営む店舗） 

構 造 鉄骨造 階 数 地上２階  

建築面積 481.96 ㎡ 
延べ面

積 
693.61 ㎡ 

敷地面積 
2045.20

㎡ 
  

適用条文 
建築基準法第４８条第１３項ただし

書 

                    

◎江東区告示第２２７号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和７年４月２２日 

江東区長  大久保 朋 果   

〔別紙省略〕
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◎江東区告示第２２８号 

都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第５条の６第１項の規定に基づき、公募設置等計画の変更を認

定したので、同条第３項の規定により下記のとおり告示する。 

令和７年４月２３日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 認定計画提出者 

ＥＣＯＰＡグループ 

代表企業：株式会社建設技術研究所 

構成企業：フロンティアコンストラクション＆パートナーズ株式会社 

    株式会社環境デザイン研究所、東亜道路工業株式会社、株式会社長谷萬 

２ 認定公募設置等計画を変更認定した日 

  令和７年４月２３日 

３ 認定の有効期間 

  令和７年４月２３日から令和２７年３月３１日まで 

４ 公募対象公園施設の場所 

  江東区立若洲公園内指定場所 

 

 
 

５ 変更の内容 

  構成企業の追加 

 （追加企業）協和ホールディングス株式会社、 

物林株式会社、株式会社中村体育

：公園区域 

：公募対象公園施設の範囲 
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◎江東区告示第２２９号 

 予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）

第５条の規定により、令和７年度定期予防接種に

ついて下記のとおり公告する。 

令和７年４月３０日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 対象疾病 

(1) ジフテリア 

(2) 百日せき 

(3) 急性灰白髄炎 

(4) 麻しん 

(5) 風しん 

(6) 日本脳炎 

(7) 破傷風 

(8) 結核 

(9) Ｈｉｂ感染症 

(10) 肺炎球菌感染症（小児がかかるものに限

る。） 

(11) ヒトパピローマウイルス感染症 

(12) 水痘 

(13) Ｂ型肝炎 

(14) 肺炎球菌感染症（高齢者がかかるものに限

る。） 

(15) ロタウイルス感染症 

(16) 帯状疱疹（高齢者がかかるものに限る。） 

２ 対象者の範囲 

(1) 江東区に居住する者で、予防接種法施行令

第３条に定める定期予防接種の対象者のうち

予防接種を希望するもの 

(2) 他区（江東区を除く２２区）に居住する者

で第１号の該当するもの 

３ 実施の時期 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日ま

で 

４ 場所 

別紙に揚げる実施医療機関（江東区長の要請

に応じて個別接種に協力する旨を承諾した医師

に係る医療機関） 

５ 実施方法 

公益社団法人江東区医師会に委託して個別接

種を実施する。 

６ 接種不適当者及び接種要注意者 

(1) 接種を受けることが適当でない者（接種不

適当者） 

ア 当該予防接種に相当する予防接種を受け

たことのある者で当該予防接種を行う必要

がないと認められるもの 

イ 明らかな発熱を呈している者 

ウ 重篤な急性疾患にかかっていることが明

らかな者 

エ 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分

によってアナフィラキシーを呈したことが

あることが明らかな者 

オ 麻しん、風しん及び水痘に係る予防接種

の対象者にあっては、妊娠していることが

明らかな者 

カ 結核に係る予防接種の対象者にあっては、

結核その他の疾病の予防接種、外傷等によ

るケロイドの認められる者 

キ Ｂ型肝炎に係る予防接種の対象者にあっ

ては、ＨＢｓ抗原陽性の者の胎内又は産道

においてＢ型肝炎ウイルスに感染したおそ

れのある者であって、抗ＨＢｓ人免疫グロ

ブリンの投与に併せて組換え沈降Ｂ型肝炎

ワクチンの投与を受けたことのある者 

ク ロタウイルス感染症に係る予防接種の対

象者にあっては、腸重積症の既往歴のある

ことが明らかな者、先天性消化管障害を有

する者（その治療が完了したものを除く。）

及び重症複合免疫不全症の所見が認められ

る者 

ケ 肺炎球菌感染症（高齢者がかかるものに

限る。）に係る予防接種の対象者にあっては、

当該疾病に係る予防接種法（昭和２３年法

律第６８号）第５条第１項の規定による予

防接種を受けたことのある者 

コ イからカまで及びクに掲げる者のほか、

予防接種を行うことが不適当な状態にある

者 

(2) 接種の判断を行うに際し、注意を要する者

（接種要注意者） 

ア 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、

血液疾患、発育障害等の基礎疾患を有する

者 

イ 予防接種で接種後２日以内に発熱のみら

れた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑

う症状を呈したことがある者 

ウ 過去にけいれんの既往のある者 

エ 過去に免疫不全の診断がされている者及

び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者 

オ 接種しようとする接種液の成分に対して

アレルギーを呈するおそれのある者 

カ バイアルのゴム栓に乾燥天然ゴム（ラテ

ックス）が含まれている製剤を使用する際
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の、ラテックス過敏症のある者 

キ 結核の予防接種にあっては、過去に結核

患者との長期の接触がある者その他の結核

感染の疑いのある者 

ク ロタウイルス感染症の予防接種にあって

は、活動性胃腸疾患や下痢等の胃腸障害の

ある者 
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◎江東区告示第２３０号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

３条の２第１項の規定に基づき、犬の注射済票交

付手数料収納事務を別紙のとおり指定公金事務取

扱者に委託したので、同条第２項の定めるところ

により告示する。 

令和７年５月１日 

江東区長  大久保 朋 果   
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◎江東区告示第２３２号 

介護保険法第７９条第１項の規定により指定居

宅介護支援事業者を指定したので、同法第８５条

の規定に基づき、下記のとおり告示する。 

令和７年５月２日 

江東区長  大久保 朋 果   

記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３７０８０７２３０ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  ロジケア清澄白河 

   東京都江東区白河３－３－３－１０１  

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  株式会社ロジケア 

兵庫県芦屋市大原町４－１０ 

代表取締役 佐野 武 

４ 指定年月日 

  令和７年５月１日 

５ サービスの種類 

  居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第２３３号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

令和７年５月２日 

江東区長  大久保 朋 果   

記 

１ 介護保険事業所番号  

１３７０７０４１２２ 

２ 事業所の名称及び所在地 

本所デイサービス１５１Ａ 

東京都墨田区石原３－２９－３ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

ウコウヤオ株式会社 

東京都台東区下谷１－１１－１５ 

ソレイユ入谷４階 

代表取締役 西ヶ谷 正人 

４ 廃止年月日 

令和６年１０月８日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 

                    

◎江東区告示第２３４号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

令和７年５月２日 

江東区長  大久保 朋 果   

記 

１ 介護保険事業所番号  

１３７０８０４９０６ 

２ 事業所の名称及び所在地 

デイサービス清澄邸 

東京都江東区平野１－１４－２１幸阪ビル

１階  

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

株式会社パソナライフケア 

東京都港区南青山３－１－３０ 

代表取締役 髙橋 康之 

４ 廃止年月日 

令和７年４月３０日 

５ サービスの種類 

地域密着型通所介護 
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告 示 （ 教 ） 

 

◎江東区教育委員会告示第５号 

 下記により、令和７年第４回江東区教育委員会

定例会を招集する。 

  令和７年４月２２日 

     江東区教育委員会     

教育長  本 多 健一朗 

記 

１ 日時 令和７年４月２５日（金） 

午前１０時 

２ 場所 江東区役所 

３ 議題 

  日程第１ 議案第１５号 江東区文化財の指 

              定 

  日程第２ 議案第１６号 江東区文化財の登 

              録 

４ 報告事項 

 （１）（仮称）教育推進プラン・江東（第３期）

骨子案について ほか 
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告 示 （ 監 ） 

 

◎江東区監査委員告示第５号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９

９条第９項、江東区監査基準（令和２年４月１日

江東区監査委員訓令甲第１号）第１７条の規定に

基づき、令和６年度随時監査の結果を別紙のとお

り公表する。 

令和７年４月１５日  

江東区監査委員 松 土 英 男  

同       佐 竹 としこ  

同        やしきだ 綾香  

同        河 野 清 史  

〔別紙〕 
令和 6 年度 随時監査（工事）報告書 

第１ 監査の範囲 

１ 監査の対象事項 

   令和 6 年度実施工事のうち下記工事の施工状

況を対象とした。 

  (1) 特別養護老人ホーム北砂ホーム改修工事 

(2) 緑橋架替工事（その 1） 

(3) （仮称）大島九丁目公園新設工事 

２ 監査の対象部課 

(1) 総務部営繕課 

(2) 土木部道路課、河川公園課 

３ 監査の実施期日 

令和 7 年 1 月 28 日 

第２ 監査の手続 

監査の対象工事について、工事概要調書及び

工事工程表等の資料を求め、監査当日は、監査

事務局にて、所管課長からの工事概要等の説明、

質疑応答等を行った後、各工事現場において関

係職員の説明を聴取しつつ、関係書類との照査

突合等、必要と認める監査を実施した。 

第３ 監査の結果 

工事は、おおむね適正に進捗しており、特に

指摘する事項はない。 

なお、監査の際に散見された軽微な誤りについ

ては、口頭で改善を促した。 

                    

◎江東区監査委員告示第６号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９

９条第１４項、江東区監査基準（令和２年４月１

日江東区監査委員訓令甲第１号）第１８条の規定

に基づき、令和６年度第２回定期財務監査の結果

に対し、江東区長から措置の通知があったので、

別紙のとおり公表する。 

なお、佐竹委員は、就任前のため、本監査に関

与していない。 

令和７年４月１５日 

江東区監査委員 松 土 英 男 

同       佐 竹 としこ 

同        やしきだ 綾香 

同        河 野 清 史 
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〔別紙〕 
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◎江東区監査委員告示第７号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９

９条第９項、江東区監査基準（令和２年４月１日

江東区監査委員訓令甲第１号）第１７条の規定に

基づき、令和６年度財政援助団体等監査の結果を

別紙のとおり公表する。 

なお、佐竹委員は、令和６年１０月３１日から

本監査に関与している。 

令和７年４月１５日 

江東区監査委員 松 土 英 男 

同       佐 竹 としこ 

同        やしきだ 綾香 

同        河 野 清 史 
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〔別紙〕 
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◎江東区監査委員告示第８号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５

２条の３８第６項の規定により、包括外部監査の

結果に基づき講じた措置について、江東区長から

通知があったので、通知内容を次のとおり公表す

る。 

令和７年５月１日 

江東区監査委員 松 土 英 男 

同       佐 竹 としこ 

同        やしきだ 綾香 

同        河 野 清 史 

記 

１ 令和６年度包括外部監査結果報告・措置概要 

  別紙のとおり 

〔別紙省略〕 

 

 


